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処 分 基 準 ：別紙「探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく指示及び営 

  業停止命令の基準」のとおり。

　なお、処分の公表を別添「探偵業の業務の適正化に関する法律 

に基づく処分の公表基準」のとおり行うものとする。 
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処 分 基 準 ：法第３条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいる場 

合（法第４条第１項に規定する届出をしないで探偵業を営んでい 

る者にあっては、その営業が探偵業に当たることについての認識 

が全くなく、これがやむを得ないと考えられるような特段の事情 

があり、かつ、指導、警告に従って営業を廃止することが確実で 

  　　　　　　　　 あるときを除く ）は、営業の廃止命令を行うものとする。。

　なお、処分の公表を別添「探偵業の業務の適正化に関する法律 

に基づく処分の公表基準」のとおり行うものとする。 
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 別紙

 探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく指示及び営業停止命令の基準

 第１章　総則

 （趣旨）

第１条　この基準は、探偵業者等（探偵業者又はその探偵業従事者をいう。以下同じ ）が法令。

違反行為等を行った場合に、千葉県公安委員会（以下「公安委員会」という ）が指示又は営。

 業停止命令を行うための要件等について必要な事項を定めるものとする。

 （用語の意義）

第２条　この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

 による。

 （１）指示　探偵業の業務の適正化に関する法律（平成１８年法律第６０号。以下「法」とい

う ）第１４条の規定に基づき、探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示するこ。

 とをいう。

 （２）営業停止命令　法第１５条第１項の規定に基づき、探偵業者に対し、その探偵業の停止

 を命ずることをいう。

  （３）法令違反行為　探偵業に関し、法又は他の法令の規定に違反する行為をいう。

  （４）法令違反行為等　法令違反行為又は指示に違反する行為をいう。

  （５）指示対象行為　指示の理由とした法令違反行為をいう。

  （６）営業停止命令対象行為　営業停止命令の理由とした法令違反行為等をいう。

 （７）営業停止期間　営業停止命令において探偵業者が営業を停止しなければならないことと

 する期間をいう。

 （８）探偵業従事者　探偵業者の業務（探偵業務のほか、探偵業に係る経理、庶務等、役員が

 行う取締、監査等その他の業務を含む ）に従事する者をいう。。

 （法令違反行為等の分類）

第３条　法令違反行為等は、別表第１及び第２に定めるとおり、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｏ及



 びＩに分類するものとする。

 第２章　指示

 （指示を行うべき場合）

第４条　次の各号のいずれかに該当し、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認

 められる場合は、指示を行うものとする。

（１）探偵業者が重大な法令違反行為としてＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ又はＯに分類されるもの

 （指示に違反する行為を除く ）を行ったとき。。

（２）探偵業者がその探偵業従事者に対し、指導及び監督その他その探偵業従事者による法令

違反行為を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、その探偵業従事

者が重大な法令違反行為としてＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ又はＯに分類されるもの（指示に

 違反する行為を除く ）を行ったとき。。

 （３）探偵業者等が法令違反行為を行った場合であって、次のいずれかに掲げるとき。

イ　当該法令違反行為が行われた日前５年以内に、当該探偵業者が指示又は営業停止命令を

 受けたことがあるとき。

ロ　当該法令違反行為が行われた日前３年以内に、当該探偵業者等（当該法令違反行為を行

った者以外の者を含む ）又は当該探偵業者の探偵業従事者であった者が、当該探偵業者。

 の業務に関して法令違反行為を行ったことがあるとき。

ハ　イ又はロに掲げる場合のほか、当該法令違反行為の原因となった事由が解消されていな

いとき、当該法令違反行為により生じた違法状態が残存しているとき、その他探偵業の

 業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるとき。

 （指示を行うべき場合の例外）

第５条　探偵業者等が行った、罰則の適用のある法令違反行為について、法令の規定により公訴

を提起することができないこととされているときは、前条の規定にかかわらず、当該法令違反

、 。 、 、行為については 指示を行わないものとする ただし 次の各号のいずれかに該当する場合は

 この限りでない。



（１）当該法令違反行為が極めて重大な法令違反行為としてＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ又はＥに分類され

 るものであるとき。

 （２）当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が繰り返し行われているとき、又

は多数の探偵業従事者によって当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が行わ

 れているとき。

 （指示と営業停止命令の関係）

第６条　営業停止命令を行う場合であっても、法令違反状態の解消等のため必要があるときは、

 当該営業停止命令対象行為に対し、指示を併せて行うことができる。

 （指示の個数）

第７条　１個の法令違反行為に対しては、１個の指示を行うものとする。ただし、２個以上の法

令違反行為に対して１個の指示を行うこと、及び１個の指示において２個以上の事項を指示す

 ることを妨げない。

 （指示の内容）

 第８条　指示においては、次の各号に掲げる措置をとるべきことを指示するものとする。

 （１）指示対象行為により生じた違法状態が解消されていないときに、当該違法状態を解消す

るための措置（当該指示対象行為が探偵業者に一定の行為を行うことを義務付ける法の規定

 に違反したものであるときは、当該一定の行為を行うことに代替する措置を含む ）。

 （２）指示対象行為と同種又は類似の法令違反行為が将来において行われることを防止するた

 めの措置

（ ） 、 ３ 指示対象行為を行った探偵業従事者を引き続き探偵業者の業務に従事させることにより

探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときに、公安委員会が定め

 る一定の期間、当該探偵業従事者を探偵業者の業務に従事させない措置

  （４）前各号に掲げる措置のほか、探偵業の業務の適正な運営を確保するために必要な措置

 （５）前各号に掲げる措置が確実にとられたか否かを確認する必要があるときに、当該措置の

 実施状況について公安委員会に報告する措置



２　前項第１号、第２号又は第４号に規定する措置の内容は、具体的かつ実施可能なものであっ

 て、各号の目的を達成するために必要な最小限のものとしなければならない。

３  第１項各号に掲げる措置については、指示対象行為の態様、指示対象行為により生じた違法

 状態の残存の程度等を勘案し、期限を付すことができる。

 第３章　営業停止命令

 （営業停止命令を行うべき場合）

 第９条　探偵業者が指示に違反したときは、営業停止命令を行うものとする。

２　次の各号のいずれかに該当し、探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると

 認められる場合は、営業停止命令を行うものとする。

 （１）探偵業者が極めて重大な法令違反行為としてＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ又はＥに分類されるものを

 行ったとき。

 （２）探偵業者がその探偵業従事者に対し、指導及び監督その他その探偵業従事者による法令

違反行為を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、その探偵業従事者

 が極めて重大な法令違反行為としてＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ又はＥに分類されるものを行ったとき。

 （３）探偵業者が法令違反行為（Ｉに分類されるものを除く ）を行った場合又は探偵業者がそ。

の探偵業従事者に対し、指導及び監督その他その探偵業従事者が法令違反行為を行うことを

防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、その探偵業従事者が法令違反

 行為（Ｉに分類されるものを除く ）を行った場合であって、次のいずれかに掲げるとき。。

イ　当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が繰り返し行われているとき、又

は多数の探偵業従事者によって当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が

行われているとき（当該法令違反行為がＦ又はＯに分類される罰則の適用のある法令違

反行為であって、当該法令違反行為について法令の規定により公訴を提起することがで

 きないこととされているときを除く 。。）

ロ　当該法令違反行為が行われた日前５年以内に、当該探偵業者が営業停止命令を受けたこ

 とがあるとき。



ハ　当該法令違反行為が行われた日前３年以内に、当該探偵業者が指示を受けたことがある

 とき。

ニ　探偵業者等が当該法令違反行為に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとした

 とき。

ホ　イからニまでに掲げる場合のほか、探偵業者が引き続き探偵業を行った場合に、著しく

不適正な探偵業の業務の運営が行われる蓋然性があると認められるときその他探偵業の

 業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき。

 （営業停止命令の個数）

 第１０条　１個の法令違反行為等については、１個の営業停止命令を行うものとする。

 　（営業停止命令に係る期間）

第１１条　営業停止命令に係る基準期間、短期及び長期（以下それぞれ「基準期間 「短期」及」、

び「長期」という ）は、別表第１及び第２に定める法令違反行為等の分類に応じ、それぞれ。

 次の各号に定めるとおりとする。

  （１）Ａ　基準期間、短期、長期とも６月とする。

  （２）Ｂ  基準期間は４月、短期は２月、長期は６月とする。

  （３）Ｃ  基準期間は２月、短期は１月、長期は４月とする。

  （４）Ｄ  基準期間は１月、短期は１４日、長期は２月とする。

  （５）Ｅ  基準期間は１４日、短期は７日、長期は１月とする。

  （６）Ｆ　基準期間は７日、短期は３日、長期は１４日とする。

  （７）Ｏ  基準期間は７日、短期は３日、長期は２月とする。

   （営業停止命令の併合）

第１２条　法令違反行為等が２個以上行われた場合に営業停止命令を行うときは、第１０条の規

 定にかかわらず、１個の営業停止命令を行うものとする。

２　前項の場合における基準期間、短期及び長期は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。

ただし、１月は３０日として算出し、１日に満たない端数が出る場合は、これを切り捨てるも



 のとする。

（１）基準期間　当該法令違反行為等について、前条に規定する基準期間のうち最も長いもの

にその２分の１の期間を加算したものとする。ただし、この期間は、当該法令違反行為等に

ついて前条に規定する基準期間を合計した期間（例：当該法令違反行為等がそれぞれＢ、Ｄ

 に分類される２個であるときは、５月）及び６月を超えることはできない。

 （２）短期　当該法令違反行為等について、前条に規定する短期のうち最も長いものとする。

（３）長期　当該法令違反行為等について、前条に規定する長期のうち最も長いものにその２

分の１の期間を加算したものとする。ただし、この期間は、当該法令違反行為等について前

条に規定する長期を合計した期間（例：当該法令違反行為等がそれぞれＣ、Ｅに分類される

 ２個であるときは、５月）及び６月を超えることはできない。

 （観念的競合等）

第１３条　１個の行為が２個以上の法令違反行為等に該当する場合又は法令違反行為等に該当す

る行為の手段若しくは結果である行為が他の法令違反行為等にも該当する場合は、第１０条の

 規定にかかわらず、１個の営業停止命令を行うものとする。

２　前項に該当する場合は、各法令違反行為等について第１１条に規定する基準期間、短期及び

 長期のうち最も長いものをそれぞれ基準期間、短期及び長期とする。

 　（常習違反加重）

第１４条　探偵業者が営業停止命令を受けた日から５年以内に、極めて重大な法令違反行為等と

してＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ又はＥに分類される行為を行ったことによって再び営業停止命令を受ける

、 、 、ときは 第１１条の規定にかかわらず 当該法令違反行為等について同条に規定する基準期間

短期及び長期にそれぞれ２を乗じた期間を基準期間、短期及び長期とする。ただし、これらの

 期間は６月を超えることはできない。

 （営業停止期間の決定）

 第１５条　営業停止期間は、第１１条から前条までに規定する基準期間とする。

２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、第１１条から前条までの



 規定に基づく短期を下限とし、基準期間より短い期間を営業停止期間とすることができる。

（１）営業停止命令対象行為により生じた探偵業務の依頼者その他の者（以下「依頼者等」と

 いう ）の被害が極めて軽微であるとき。。

（２）当該営業停止命令対象行為が行われた日前１０年以内に、当該探偵業者が指示又は営業

 停止命令を受けたことがないとき。

（３）当該営業停止命令対象行為が行われた日前５年以内に、当該探偵業者等（当該営業停止

。） 、命令対象行為を行った者以外の者を含む 又は当該探偵業者の探偵業従事者であった者が

 当該探偵業者の業務に関して法令違反行為等を行ったことがないとき。

 （４）探偵業者等が暴行又は脅迫を受けて営業停止命令対象行為を行ったとき。

（５）探偵業従事者が営業停止命令対象行為を行うことを防止できなかったことについて、そ

 の探偵業者の過失が極めて軽微であると認められるとき。

（６）探偵業者が、営業停止命令対象行為と同種若しくは類似の法令違反行為等が将来におい

て行われることを防止するための措置又は営業停止命令対象行為により生じた違法状態若し

くは依頼者等の被害を解消し、若しくは回復するための措置を自主的にとっており、かつ、

 改 悛 の情が著しいとき。
しゆん

３　第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、第１１条から前条まで

 の規定に基づく長期を上限とし、基準期間より長い期間を営業停止期間とすることができる。

（１）多数の探偵業従事者が営業停止命令対象行為に関与するなど、営業停止命令対象行為の

 態様が極めて悪質であるとき。

 （２）法令又は指示に違反した程度が著しく大きいとき。

 （３）営業停止命令対象行為により生じた依頼者等の被害が甚大であるとき。

（４）当該営業停止命令対象行為が行われた日前５年以内に、当該営業停止命令対象行為と同

種又は類似の法令違反行為等を理由として、当該探偵業者等（当該営業停止命令対象行為を

行った者以外の者を含む ）又は当該探偵業者の探偵業従事者であった者が行った法令違反。

 行為等を理由として、指示又は営業停止命令を受けたことがあるとき。



（５）探偵業従事者が営業停止命令対象行為を行うことを防止できなかったことについて、そ

 の探偵業者の過失が極めて重大であると認められるとき。

（６）探偵業者等が営業停止命令対象行為に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようと

 するなど情状が特に重いとき。

 （７）探偵業者に改 悛 の情が見られないとき。
しゆん



別表第１（第３条関係）

法令違反行為等 関係条項 分類

（１）名義貸し 法第５条←法第 Ａ

１８条第２号

（２）指示処分違反 法第１４条←法 Ｂ

第１８条第３号

（３）開始届出書等虚偽記載（欠格事由に係る虚偽 法第４条第１項 Ｉ

記載を除く ） ←法第１９条第。

１号

４ 変更届出義務違反・変更届出書等虚偽記載 欠 法第４条第２項 Ｉ（ ） （

格事由に係る変更届出義務違反又は虚偽記載を ←法第１９条第

除く ） ２号。

（５）書面交付義務違反等 法第８条←法第 Ｄ

１９条第３号

（６）従業者名簿に係る不整備・従業者名簿虚偽記 法第１２条第１ Ｆ

載 項←法第１９条 

第４号

（７）報告義務違反・立入検査等の拒否等 法第１３条第１ Ｄ

項←法第１９条

第５号

（８）探偵業務の実施の原則違反（探偵業者等が法 法第６条 Ｅ

の他の規定に違反し、又は探偵業務に関し他の

法令の規定に違反した場合を除く ）。

（９）書面受理義務違反 法第７条 Ｆ

（10）違法な行為のために用いられることを知った 法第９条第１項 Ｅ

上での探偵業務の実施

（11）探偵業者以外の者への探偵業務の委託 法第９条第２項 Ｃ

（12）守秘義務違反 法第１０条第１

項

（13）資料の不正又は不当な利用の防止措置義務違 法第１０条第２ Ｄ

反 項

  （14）教育義務違反 法第１１条

 　　イ　違法行為を助長し、又は容認する内容の教 Ｄ

  育を行った場合

 　　ロ　大部分の従業者が教育を受けていない場合 Ｅ

 及び教育に必要な体制やマニュアル等が調っ

  ていないと認められる場合

　　ハ　イ又はロに規定する場合以外の場合 Ｉ

（15）標識掲示等義務違反 法第１２条第２ Ｉ



項

（16 （１）から（１５）までのいずれかに掲げる法 当該法令）

令違反行為等（罰則の適用があるものに限る ） 違反行為。

を教唆し、若しくは幇助する行為又は当該行為 等に係る

を教唆する行為 分類と同

一の分類



別表第２（第３条関係）

法令違反行為 分類

（１）刑法第１０８条、第１１２条（第１０８条に係る部分に限る 、第１１７ Ｂ。）

条第１項（第１０８条に規定する物を損壊した場合に限る 、第１８１条、。）

、 （ 。）、 、第１９９条 第２０３条 第１９９条に係る部分に限る 第２２５条の２

第２２８条（第２２５条の２第１項に係る部分に限る 、第２４０条、第２。）

４１条又は第２４３条（第２４０条又は第２４１条に係る部分に限る ）に規。

定する罪に当たる違法な行為

（２）刑法第９５条、第９６条の６、第９９条、第１００条、第１０２条（第９ Ｃ

９条又は第１００条に係る部分に限る 、第１０３条、第１０４条、第１０。）

９条第１項、第１１０条第１項、第１１２条（第１０９条第１項に係る部分

に限る 、第１１４条、第１１７条第１項（他人の所有に係る第１０９条に。）

規定する物を損壊した場合又は他人の所有に係る第１１０条に規定する物を

損壊し、よって公共の危険を生じさせた場合に限る 、第１２４条第２項、。）

第１３０条、第１３２条、第１５５条、第１５６条（第１５５条の文書又は

図画に係る部分に限る 、第１５７条第１項、第３項（第１項に係る部分に。）

限る 、第１５８条（第１５５条の文書若しくは図画に係る部分、第１５６。）

条（第１５５条の文書又は図画に係る部分に限る ）の文書若しくは図画に係。

。）、る部分又は第１５７条第１項の文書若しくは電磁的記録に係る部分に限る

第１５９条第１項、第２項、第１６０条、第１６１条（第１５９条第１項の

文書若しくは図画に係る部分、第２項の文書若しくは図画に係る部分又は第

１６０条の文書若しくは図画に係る部分に限る 、第１６１条の２、第１６。）

３条の２、第１６３条の３、第１６３条の４第１項、第２項、第１６３条の

５、第１６５条から第１６７条まで、第１６８条（第１６４条第２項に係る

部分を除く 、第１６９条、第１７２条、第１７６条、第１７７条、第１７。）

９条、第１８０条、第１８２条、第１８３条、第１９８条、第２０２条、第

２０３条（第２０２条に係る部分に限る 、第２０４条、第２０５条、第２。）

０８条の２第２項、第２１１条、第２１８条、第２１９条（第２１８条に係

。）、 、 、 、る部分に限る 第２２０条 第２２１条 第２２３条から第２２５条まで

第２２６条、第２２７条、第２２８条（第２２４条、第２２５条又は第２２

６条に係る部分に限る 、第２３０条第１項、第２３３条から第２３６条ま。）

、 、 、 （ 、で 第２３８条 第２３９条 第２４３条 第２３５条から第２３６条まで

第２３８条又は第２３９条に係る部分に限る 、第２４６条から第２５０条。）

まで、第２５２条、第２５３条、第２５６条又は第２５８条から第２６０条

までに規定する罪のいずれかに当たる違法な行為

（３）刑法第１０５条の２、第１１３条、第１２４条第１項、第１２８条（第１ Ｄ

２４条第１項に係る部分に限る 、第１３３条、第１３４条、第１４０条、。）

第１４１条 第１４０条に係る部分に限る 第１５７条第２項 第３項 第（ 。）、 、 （

２項に係る部分に限る 、第１５８条（第１５７条第２項の文書又は図画に。）



係る部分に限る 、第１５９条第３項、第１６１条（第１５９条第３項の文。）

書又は図画に係る部分に限る 、第２０１条、第２０８条の２第１項、第２。）

２２条、第２２８条の３又は第２３７条に規定する罪に当たる違法な行為

（４）刑法第１７５条、第２０６条、第２０８条、第２５４条、第２６１条又は Ｅ

第２６３条に規定する罪に当たる違法な行為

（５）刑法第１１６条第１項、第２項（他人の所有に係る第１１０条に規定する Ｆ

物を焼損した場合に限る 、第１１７条の２（第１１６条又は第１１７条第。）

１項（他人の所有に係る第１１０条に規定する物を焼損した場合に限る ）に。

係る部分に限る 、第２０９条第１項、第２１０条又は第２３１条に規定す。）

る罪に当たる違法な行為

（６）爆発物取締罰則第１条又は第２条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｂ

（７）爆発物取締罰則第３条（所持に係る部分に限る 、第４条又は第９条に規 Ｃ。）

定する罪に当たる違法な行為

（８）暴力行為等処罰に関する法律第１条、第１条の２第１項、第２項又は第１ Ｃ

条の３第１項に規定する罪に当たる違法な行為

（９）暴力行為等処罰に関する法律第２条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｄ

（10）盗犯等の防止及び処分に関する法律第４条に規定する罪に当たる違法な行 Ｂ

為

（11）盗犯等の防止及び処分に関する法律第２条又は第３条に規定する罪に当た Ｃ

る違法な行為

12 軽犯罪法第１条第１号から第３号まで 第６号 第８号から第１３号まで Ｆ（ ） 、 、 、

第１５号、第１６号、第２３号、第２４号又は第２６号から第３４号までに

規定する罪に当たる違法な行為

（13）人質による強要行為等の処罰に関する法律第２条又は第４条に規定する罪 Ｂ

に当たる違法な行為

（14）人質による強要行為等の処罰に関する法律第１条に規定する罪に当たる違 Ｃ

法な行為

（15）組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第３条第１項第７ Ｂ

号、第１０号、第２項（第１項第７号又は第１０号に掲げる罪に係るものに

限る ）又は第４条に規定する罪（第３条第１項第７号又は第１０号に掲げ。

る罪に係るものに限る ）に当たる違法な行為。

（16）組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第３条第１項第８ Ｃ

号、第９号、第１１号から第１５号まで、第３条第２項（第１項第８号、第

９号、第１１号、第１２号、第１４号又は第１５号に掲げる罪に係るものに

限る 、第４条（第３条第１項第９号、第１３号又は第１４号に掲げる罪に。）

係るものに限る 、第６条第１項第１号又は第７条に規定する罪に当たる違。）

法な行為

（17）組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第６条第１項第２ Ｄ

号に規定する罪に当たる違法な行為



（18）特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第１５条又は第１６条に規定す Ｄ

る罪に当たる違法な行為

19 覚醒剤取締法第４１条の２又は第４１条の３ 第１９条に係る部分に限る Ｃ（ ） （ 。）

に規定する罪に当たる違法な行為

 （20）麻薬及び向精神薬取締法第６４条の２、第６４条の３（施用に係る部分に Ｃ

限る 、第６６条、第６６条の２（第２７条第１項の施用又は施用のための。）

交付に係る部分に限る 、第６６条の３（輸入、輸出又は製造に係る部分を。）

除く ）又は第６６条の４に規定する罪に当たる違法な行為。

（21）あへん法第５２条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｃ

（22）銃砲刀剣類所持等取締法第３１条の３、第３１条の１１第１項第１号又は Ｃ

第３１条の１６第１項第１号に規定する罪に当たる違法な行為

（23）銃砲刀剣類所持等取締法第３２条第４号又は第５号に規定する罪に当たる Ｄ

違法な行為

（24）銃砲刀剣類所持等取締法第３５条（第２２条の２第１項又は第２２条の４ Ｆ

に係る部分に限る ）に規定する罪に当たる違法な行為。

（25）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第４７条第１号又は第４ Ｃ

号に規定する罪に当たる違法な行為

（26）貸金業法第４７条の３第１項第３号に規定する罪に当たる違法な行為 Ｄ

（27）会社法第９６０条から第９６２条まで、第９６７条第２項、第９６８条第 Ｃ

１項、第９７０条第２項、第３項又は第４項に規定する罪のいずれかに当た

る違法な行為

（28）ストーカー行為等の規制等に関する法律第６条の規定に違反する行為又は Ｄ

第１８条、第１９条若しくは第２０条に規定する罪に当たる違法な行為

（29）ストーカー行為等の規制等に関する法律第３条の規定に違反する行為 Ｆ

（30）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第２９条に規定 Ｄ

する罪に当たる違法な行為

（31）道路法第１０３条第２号、第４号又は第５号に規定する罪に当たる違法な Ｄ

行為

（32）道路法第１０４条又は第１０５条（第４８条第４項に係る部分を除く ）に Ｆ。

規定する罪に当たる違法な行為

（33）道路交通法第１１５条、第１１７条、第１１７条の２又は第１１７条の２ Ｃ

の２に規定する罪に当たる違法な行為

（34）道路交通法第１１６条、第１１７条の３、第１１７条の３の２、第１１７ Ｄ

、 、 、 、条の５第１項第１号 第１１７条の５第２項 第１１８条 第１１８条の２

第１１９条第１項又は第２項に規定する罪に当たる違法な行為

（35）道路交通法第１１９条第３項、第１１９条の２の４、第１１９条の３第１ Ｆ

項、第２項第２号、第３号、第３項、第１２０条又は第１２１条に規定する

罪に当たる違法な行為

（36）自動車の保管場所の確保等に関する法律第１７条第１項に規定する罪に当 Ｄ



たる違法な行為

（37）自動車の保管場所の確保等に関する法律第１７条第２項又は第３項に規定 Ｆ

する罪に当たる違法な行為

（38）自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第２条から Ｃ

第６条までに規定する罪に当たる違法な行為

（39）戸籍法第１３４条に規定する違法な行為 Ｄ

（40）戸籍法第１３５条又は第１３６条に規定する違法な行為 Ｆ

（41）住民基本台帳法第４２条又は第４４条から第４６条までに規定する罪のい Ｄ

ずれかに当たる違法な行為

（42）住民基本台帳法第４７条第２号、第５１条又は第５２条に規定する違法な Ｆ

行為

（43）国家公務員法第１０９条（第１００条第１項に係る部分に限る ）又は第１ Ｄ。

１１条（第１０９条第１２号（第１００条第１項に係る部分に限る ）に係。

る部分に限る ）に規定する罪に当たる違法な行為。

（44）地方公務員法第６０条第２号（第３４条第１項に係る部分に限る ）又は第 Ｄ。

６２条（第６０条第２号（第３４条第１項に係る部分に限る ）に係る部分。

に限る ）に規定する罪に当たる違法な行為。

（45）外務公務員法第２７条（第４条において準用する国家公務員法第１００条 Ｄ

第１項に係る部分に限る ）に規定する罪に当たる違法な行為。

（46）特定秘密の保護に関する法律第２３条第１項、第２項、第３項又は第２５ Ｃ

条（第２３条に係る部分に限る ）に規定する罪に当たる違法な行為。

（47）特定秘密の保護に関する法律第２３条第４項又は第５項に規定する違法な Ｄ

行為

（48）自衛隊法第１１８条（第５９条第１項に係る部分に限る ）に規定する罪に Ｄ。

当たる違法な行為

（49）独立行政法人通則法第６９条の２に規定する罪に当たる違法な行為 Ｄ

（50）地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第８条に Ｄ

規定する罪に当たる違法な行為

（51）不動産登記法第１５９条又は第１６１条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｄ

（52）家事事件手続法第２９２条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｄ

（53）人事訴訟法第１１条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｄ

（54）個人情報の保護に関する法律第１７９条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｄ

（55）個人情報の保護に関する法律第１８条第１項、第２項、第２０条１項、第 Ｆ

２１条第１項、第２項、第３項、第２３条から第２５条まで、第２７条第１

、 、 、 、 、 、 、項 第３項 第６項 第３２条 第３３条第２項 第３項 第３４条第２項

第３項、第３５条第２項、第４項若しくは第５項の規定のいずれかに違反す

る行為又は第１８２条に規定する罪に当たる違法な行為

（56）個人情報の保護に関する法律第１７６条、第１８０条又は第１８１条に規 Ｄ

定する罪のいずれかに当たる違法な行為



（57）個人情報の保護に関する法律第１８５条第３号に規定する違法な行為 Ｆ

（58） Ｄ情報公開・個人情報保護審査会設置法第１８条に規定する罪に当

たる違法な行為

（59）保健師助産師看護師法第４４条の４第１項に規定する罪に当たる違法な行 Ｄ

為

（60）弁護士法第７７条第３号又は第４号に規定する罪に当たる違法な行為 Ｄ

（61）司法書士法第７６条第１項又は第７８条第１項に規定する罪に当たる違法 Ｄ

な行為

（62）行政書士法第２１条第２号又は第２２条第１項に規定する罪に当たる違法 Ｄ

な行為

（63）診療放射線技師法第３５条第１項に規定する罪に当たる違法な行為 Ｆ

（64）臨床検査技師等に関する法律第２３条第１項に規定する罪に当たる違法な Ｆ

行為

（65）外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第１０９条第１項に規 Ｄ

定する罪に当たる違法な行為

 （66）外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第１７条等の特例等に関する法 Ｄ

律第２５条第１項に規定する罪に当たる違法な行為

（67）外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第１７条等の特例等に関する法 Ｆ

律第２５条第３項に規定する罪に当たる違法な行為

（68）救急救命士法第５４条第１項に規定する罪に当たる違法な行為 Ｆ

（69）郵便法第７７条、第７８条又は第８６条第１項（第７７条又は第７８条に Ｃ

係る部分に限る ）に規定する罪に当たる違法な行為。

（70）郵便法第８０条又は第８６条第１項（第８０条に係る部分に限る ）に規定 Ｄ。

する罪に当たる違法な行為

（71）電波法第１０８条の２に規定する罪に当たる違法な行為 Ｃ

（72）電波法第１０９条、第１０９条の２第１項、第２項、第４項、第１１０条 Ｄ

第１号又は第４号に規定する罪に当たる違法な行為

（73）有線電気通信法第１３条、第１４条第２項又は第３項（第１４条第２項に Ｃ

係る部分に限る ）に規定する罪に当たる違法な行為。

（74）有線電気通信法第１４条第１項又は第３項（第１４条第１項に係る部分に Ｄ

限る ）に規定する罪に当たる違法な行為。

（75）電気通信事業法第１７９条第２項又は第３項（第２項に係る部分に限る ） Ｃ。

に規定する罪に当たる違法な行為

（76）電気通信事業法第１７９条第１項、第３項（第１項に係る部分に限る 、 Ｄ。）

第１８０条第１項又は第３項に規定する罪に当たる違法な行為

（77）日本電信電話株式会社等に関する法律第２１条第１項に規定する罪に当た Ｃ

る違法な行為

（78）不正アクセス行為の禁止等に関する法律第１１条に規定する罪に当たる違 Ｃ

法な行為



（79）不正アクセス行為の禁止等に関する法律第１２条（第５号に係る部分を除 Ｄ

く ）に規定する罪に当たる違法な行為。

（80）不正アクセス行為の禁止等に関する法律第１３条に規定する罪に当たる違 Ｆ

法な行為

（81）電子署名及び認証業務に関する法律第４２条第２号に規定する罪に当たる Ｄ

違法な行為

（82）民間事業者による信書の送達に関する法律第４４条に規定する罪に当たる Ｃ

違法な行為

（83）民間事業者による信書の送達に関する法律第４５条に規定する罪に当たる Ｄ

違法な行為

（84）電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 Ｄ

第７４条に規定する罪に当たる違法な行為

（85）特許法第１９７条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｃ

（86）特許法第２００条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｄ

（87）実用新案法第５７条又は第６０条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｄ

（88）意匠法第７０条又は第７３条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｄ

（89）商標法第７９条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｃ

（90）半導体集積回路の回路配置に関する法律第５２条又は第５３条に規定する Ｄ

罪に当たる違法な行為

（91）工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第４２条に規定する罪に当 Ｄ

たる違法な行為

（92）不正競争防止法第２１条第１項に規定する罪に当たる違法な行為 Ｃ

（93）種苗法第６８条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｃ

（94）弁理士法第７９条第３項又は第８０条第１項に規定する罪に当たる違法な Ｄ

行為

（95）労働基準法第１１７条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｃ

（96）労働基準法第１１８条第１項（第６条又は第５６条に係る部分に限る ）又 Ｄ。

は第１１９条（第３条、第１７条又は第６１条に係る部分に限る ）に規定。

する罪に当たる違法な行為

（97）職業安定法第６３条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｃ

（98）職業安定法第６６条第９号に規定する罪に当たる違法な行為 Ｆ

（99）児童福祉法第６０条第１項又は第２項に規定する罪に当たる違法な行為 Ｃ

（100 ）児童福祉法第６１条、第６１条の２第１項又は第６１条の３（第２１条の Ｄ

１２又は第２５条の５に係る部分に限る ）に規定する罪に当たる違法な行。

為

（101）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第４９条第４号（第２ Ｄ

６条（第１８条の２第１項、第２２条第３号又は第４号の規定に違反した

行為に係る処分に限る 、第３０条（第２８条第１１項において準用する。）

第１８条の２第１項又は第２８条第１２項第３号の規定に違反した行為に



係る処分に限る 、第３１条の５第１項（第３１条の３第１項において準。）

用する第１８条の２第１項又は第３１条の３第３項第１号の規定に違反し

た行為に係る処分に限る 、第２項（第３１条の３第１項において準用す。）

る第１８条の２第１項又は第３１条の３第３項第１号の規定に違反した行

為に係る処分に限る 、第３１条の６第２項第２号（第３１条の３第１項。）

において準用する第１８条の２第１項又は第３１条の３第３項第１号の規

定に違反した行為に係る処分に限る 、第３号（第３１条の３第１項にお。）

いて準用する第１８条の２第１項又は第３１条の３第３項第１号の規定に

違反した行為に係る処分に限る 、第３１条の１５（第３１条の１３第２。）

項第３号又は第４号の規定に違反した行為に係る処分に限る 、第３１条。）

の２０（第３１条の１８第２項第１号の規定に違反した行為に係る処分に

限る 、第３１条の２１第２項第２号（第３１条の１８第２項第１号の規。）

定に違反した行為に係る処分に限る 、第３４条第２項（第３２条第３項。）

において準用する第２２条第１項第４号の規定に違反した行為に係る処分

に限る 、第３５条の４第２項（第３５条の３の規定に違反した行為に係。）

る処分に限る 、第４項第２号（第３５条の３の規定に違反した行為に係。）

る処分に限る ）に係る部分に限る 、第５０条第１項第４号（第２２条第。 。）

１項第３号又は第４号（第３２条第３項において準用する場合を含む ）に。

。）、 （ 。）、係る部分に限る 第５号 第２８条第１２項第３号に係る部分に限る

第６号、第８号（第３１条の１３第２項第３号又は第４号に係る部分に限

る ）又は第９号に規定する罪に当たる違法な行為。

（102）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第１８条の２第１項、 Ｆ

第２８条第１１項（第１８条の２第１項に係る部分に限る 、第３１条の。）

３第１項（第１８条の２第１項に係る部分に限る ）又は第３５条の３の規。

定に違反する行為

（103）売春防止法第７条から第１３条までに規定する罪のいずれかに当たる違法 Ｃ

な行為

（104）売春防止法第６条に規定する罪に当たる違法な行為 Ｄ

（105）性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の Ｃ

影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第２条から第６条までに規定

する罪のいずれかに当たる行為

（106）児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に Ｃ

関する法律第４条、第５条第１項、第６条第１項、第７条第２項、第３項

（輸入に係る部分を除く 、第４項、第６項、第７項（輸入に係る部分を。）

除く 、第８条第１項又は第３項（第１項に係る部分に限る ）に規定する。） 。

罪に当たる違法な行為

（107）職務に関して知り得た秘密を漏らすことを禁止する、法以外の法令の規定 Ｏ

に違反する行為で（１）から（１０６）までに掲げる行為以外のもの

（108）法以外の法令の規定に違反する行為で（１）から（１０７）までに掲げる Ｏ



行為以外のもの（罰金以上の刑が定められている罰則の適用があるものに

限る ）。

（109）法以外の法令の規定に違反する行為で（１）から（１０７）までに掲げる Ｉ

行為以外のもの（罰金以上の刑が定められている罰則の適用があるものを

除く ）。

当該法令（110)（１）から（１０９）までのいずれかに掲げる法令違反行為（罰則の適用

違反行為があるものに限る ）を教唆し、若しくは幇助する行為又は当該行為を教唆。

に係る分する行為 

類と同一

の分類



 別添

 探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく処分の公表基準

 

 １　公表の対象となる処分

（ 。 「 」 。）探偵業の業務の適正化に関する法律 平成１８年法律第６０号 以下 法 という

に基づく処分の公表（以下「公表」という ）は、次に掲げる処分（以下「公表対象。

処分」という ）について、行うものとする。ただし、指示については、当該被処分。

者が過去３年以内に指示を受け、又は過去５年以内にその他の処分を受けた場合に限

 る。

 （１）指示（法第１４条）

 （２）営業停止命令（法第１５条第１項）

 （３）営業廃止命令（法第１５条第２項）

 ２　公表の方法

（１）公表対象処分を行った場合は、別記様式により、次に掲げる方法によって、公表

 　　を行う。

 ア　千葉県警察本部生活安全部風俗保安課への備付け

 イ　千葉県警察のホームページへの掲載

（２）他の都道府県公安委員会が営業停止命令を行った被処分者の主たる営業所の所在

　　地が、千葉県内に所在する場合は、千葉県公安委員会は当該処分について公表する

 　　ものとする。

（３）千葉県公安委員会は公表対象処分を行った場合、他に公表を行う都道府県公安委

　　員会があるときは、当該都道府県公安委員会に対し、公表内容の写しを送付するも

 　　のとする。

 ３　公表の期間

公表の期間は、当該処分が行われた日から起算して３年間とする。



 別記様式

 

 届出書の受理番号          　　　　公安委員会　第　　　　　　　号

 

 氏 名 又 は 名 称

 被

 代 表 者 の 氏 名

 

主たる営業所の所在地処 

 

 処分に係る営業所

 分 等の名称及び所在

  地

 （広告又は宣伝を

 者 する場合に使用す

る名称がある場合

 は当該名称）

 

  処 分 年 月 日 　　　　　　年　　　月　　　日

　処 分 内 容

  　処分理由・根拠法令

  

  

  

  

　   　　　　　　　　公安委員会処分を行った公安委員会

 注１：処分内容欄には、営業廃止命令、営業停止命令、指示の別を記載し、営業停止命令の場合に

 は、併せて停止期間を記載する。

、 （ 「 、 　２：処分理由欄には 処分の原因となった行為の概要を簡潔に記載する 例： 探偵業の従業者が

調査対象者に執拗につきまとったもの」等 。）


